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「総 額 裁 量制」 の 導入 と 活用 を め ぐる 教 育社 会 学的検 討

○妹 尾渉 （平 成 国 際 大 学）

0．はじめに

　2004 （平成 16）年度、義務教育費国庫負担金

制度に 「総額裁量制」が導入 された。こ れによ り、

制度．上は 「国が財源保障を行 うと同時に地方に制

約を課す」 とい う教育行財政シ ス テ ム か ら 「国が

財源保障を行い つ っ も地方に裁量の余地をもたせ

る」 とい うシス テ ム へ の転換が実質的に図られ た

こ とになる。もっ とも、こ の 制度の 導入 と活用は

地方に任 されて い るの が現状で あり、決 して 「画
一
的」、「硬直的」 に制度が運用 されて い るわけで

はな い
。 地方分権改革が本格的に始ま っ た 1996

年 （平成 8 年）か ら今 日まで、地方 と国 の 「分権」

をめ ぐる さま ざまな議論が展開 され、政策が実施

されて い る。し か し、そもそも、地方は
“
本当に

”

裁量を必要 としてい るの だろうか。「地方の 自立 」

とは どの よ うな状態を想定すればい い の だろうか。

そ して、教育制度にお い て 「分権」 を問題 とする

場合、国の 財政的な負担が、その まま地方の教育

条件整備を確実なもの と し
、

か つ 、教育水準の維

持 ・向上を意味する の か とい うことも問われなけ

ればならない だ ろ う。本研究で は、以上の 問題関

心 をふま えた うえ で 、「全国的な教育水準 の 維持 ・

向上」 を図 りっ つ 「教職員の 給与や配置につ い て

地方 の 自由度 の 大幅な拡大 を 図 る 」 こ とが狙 い と

され た総額裁量制が、本当にその効果をもちえた

の か どうかに つ い て、当該制度の意義を再考しつ

っ 、地方自治体の 取 り組み を教育社会学的観点か

ら検討を行 う。

1．「総額裁量制」の 概要

　 「総額裁量制」 とは、文部科学省の 説明に よれ

ば、「義務教育費国庫負担金の 総額の範囲内で 、給

与額や教職員配置に関する地方の裁量を大幅に拡

大する仕組み 」 として機能す る こ と を 目的 に導入

された制度で ある 。 すなわち、義務教育国庫負担

制度の 根幹は堅持 し、義務教育無償の 原則を守 り、

教育の 機会均等 と教育水準を確保する こ とが大前

提 とされ、具体的には、  い わゆる 「標準法」 に

よ り各都道府県 ごとに必要な数の教職員を引き続

き確保 し 、   か つ 、人材確保法 に 基 づ く給与水準

を引き続き確保する し くみ とな っ て い る。当該制

度導入前まで は 、給料 ・諸手当 と教職員定数 （職

　　　　　　　　諸 田 裕 子 （東京 大 学）

禾朝 の の それぞれに つ い て細か く負担限度が設定

されて い たが、導入後は、負担金総額の 使途を地

方の 裁量にゆだね、都道府県が給与、教職員の 配

置を自主的に決定で きるようにな っ たの で ある。

「地方の 実膺に即 した見直し」 が進 め られ る結果

と して 、例えば、能力 ・実績に応 じ た給与の 増減

額、常勤職員に代えて非常勤職員を多く配置する

こ とな どが可能 とな っ て い る 。

2．「総額裁量制」導入の経緯と政策的位置づけ

　 さて 、総額裁量制につ い て考える際には、そ の

中身もさる こ となが ら、義務教育政策の なか で の

位置づ けをお さえて お く必要がある。そ もそ も、

当該制度導入は、国がすすめる地方分権改革過程

で浮上 してきた義務教育費国庫負担制度の 見直し

をめ ぐる議論 （例えば、地方分権推進委員会によ

る中間報告 「分権型社会の創造 」 1996．3，29 等）

の 過程で生 じて い る。総額裁量制は し たが っ て 、

それ 自体、独立 した政策 とい うよ りも、義務教育

費国庫負担金とい う国の財源保障の 問題 と深 く関

連し た、地方の 裁量をめ ぐる政策なの で ある。こ

の 両者 の 関連を制度導入前後で 比較 し、理 念的に

示 した の が次の表で あ る （表 1）。 地方分権改革一

い わゆ る 「三位
一

体の 改革」
一

とい う政治的な流

れ の もと、義務教育政策にお い て も、国 の 財源保

障を縮小させ つ つ 、そ の
一方で 、地方の裁量権を

拡大 させ る傾向に ある 。 具体的には、義務教育費

の 国庫負担金が三位
一

体改革の 中で 、lf2国庫負

担か ら 113国庫負担 へ と縮小 され てい る。当初は

国庫負担 の 廃止 とい う議論 も行われ て い たため、

将来的には、国の 財源保障が ゼ ロ に なる 可能性も

否定で きない。こ の よ うな動き と並行 し て総額裁

量制の導入がすすめ られた の である。

　　　 表1 国の 財源 保障と地 方の 裁量 の関係

国 の 財 源 保 障 地 方 の 裁 量

　 　 導 入 前

（平 成 i5年 度 まで ）
○ ×

　 　 導入 後

（平 成 16年 度 か ら ）
Q ○

将 来 X ○

3．「総額裁量制」導入の誘引分析

　地方 自治体に とっ て の 「総額裁量制」 の メ リッ

トは、事務作業 の 軽減や教員配置の 自由度が増す
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こ とにある。特に、国庫負担金の範囲であれば、

「標準法」 と比 べ て厚い 人材配置を行 うこ とが可

能 となる 。 逆に、薄い 人材配置を行なおうとする

ときには、標準法が下限となるた め、そ の意味に

お い て、総額裁量制は、圭限に関 して の 自由度 を

地方自治体に与えた と考えてよい
。 表 2 は 、 当該

制度が実施後の 地方自治体 の 活用状況 をまとめた

もの で ある。

　 　　　　　表2「総額裁量制」の活用状況

…
　 16　 　 　

…
　 17

ゴ　
「

△ o
森 X ○

岩　手 X ×

宮　城 X o
秋　田 o ○

山　形 0 Q
福　島 × o
茨　城 △ ○

木 X ○

群　馬 △ ○

埼　玉 △ o
千 　葉 X ○

東　京 X X

神
忠

川 x Q
新　潟 × X
由

×

石 　川 X o
福　井 × 0
山　梨 △ Q
長 X o
岐 X o
静　岡 ○ O
愛　知 O o
三 　重 X o
滋 　賀 X ○

京 　都 △ ○

大　阪 ○ ○

兵 　庫 X ○
血 X 0
和　 山 o o
，　 取 o

根 x O
岡　 山 o o
広　 島 X ○

山　 ロ X ○
X X

川 X ○

愛 △ ○

知 X Q
福　岡 X ○

佐　賀 X 0
長 × 0
熊 X o

丶
○

口 △ o
鹿 児 ○

○

oo
沖

※ 平成 16年度デ
ー

タ ；朝 日新 聞調べ （2004年 10月 15 日付け朝

刊）× ＝活用せ ず、△ ＝将来の 活 用 を具体的 に検 討、○≡括用

　 平成 17年度データ ；文科省調べ 、X ＝活用せず、　 O ≡活用

こ れ をみ ると、平成 16 年度の制度導入当初は 、

各 自治体の 取 り組み にもば らつ きがみられ たが、

2 ヵ年 目に は 、岩手県、東京都、新潟県、徳島県

の 4都県を除くほ ぼ全 て の 自治体で 制度の 活用が

み られ る よ うに な っ て い る。

　で は 、こ の よ うな取 り組み の 違い は、どの よう

なイン セ ン テ ィ ブの もとに生 じた の だろ う。 すな

わ ち、各地方 自治体が総額裁量制 を導入するに あ

た っ て 、実際 には、どの よ うな意思決定が行われ

た と考えれ ばよい の だろ うか 。まず、ひ とつ 考え

られ るの は、自治体の財政力 との 関連で ある。 な

ぜ なら、財政力の厳 しい 自治体ほど、裁量制の 導

入 に より、常勤と非常勤の代替を積極的に行 うイ

ン セ ン テ ィ ブが働 くと考えられるか らで ある。

　こ の 点を確認 するために、導入の初年度の活用

状況 ごとに都道府県の特徴 （特に財政指標 との 関

連）をみ て み る こ とにする。初年度の 活用状況は 、

「活用せず」 が 28 県、厂将来の活用を具体的に検

討」 が 8 道府県、「活用」 は 11府県、で あっ た 。

　次の 表 3 は 、 活用状況ごとに 自治体の 財政指標

をま とめた もの である。これ らの数値をみ ると、

　　　　 表 3「総額 裁量制 」活用状 況と財政 指標

　　　　　　　 将乗の活用を　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く参考｝
活用 せ ず　　　　　　　 　　　　　　　　　　 活用
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「

一
歳出額 〔前年度 比：％ ｝ 一1．93 一283 一33G 一241
歳入顎 1前年度 比 ％ ） 一2．10 一3．00 一361 一261
地方交付税（前 年度比 ％） 一6．34 一711 一940 一721一

人 当 た り地方債発行残高〔平成 15年度末 1741600661094729037724956
公債 費負担比率〔％〉 22532088 2275 2230
公債費 比 率〔鮒 18．92 1614 1868 1839
起債制 限比率 1％ 〕d 12．93 10．79 13．16 1262
経常収 支比率〔9句 92．029085 9449 9240
財蝕 力 指数 04130 ．421 0402 0411

教育費増減率（％ ）
一2．56 一2．88 一3．1τ

一274

※平成 ユ6 年度決算の 数値を使用

歳出額、歳入額、地方交付税、教育費 とい っ た フ

ロ ーの 財政指標の 削減率が高い 自治体ほ ど、総額

裁量制 の 導入 に前向きだ っ た こ とがわか る 。 経常

収支比率 の よ うな フ ロ
ー

の 財政指標にお い て も、

財政状況の厳 しい 自治体ほ ど裁量制 を 「活用」 し

て い る傾向が伺える 。

一方で、公債費負担比率や 、

公債比率、起債制限比率とい っ たス トッ ク の財政

指標で は明確に こ の 違い は出て こない。こ の こ と

から、総額裁量制の導入は、地方自治体に とっ て 、

自由度 を活用 して教育の質を高めるとい う方向で

はなく、教育費の抑制 とい うイン セ ン テ ィ ブによ

っ て 、 そ の 導入 が 促 され た可能性が 高い
。 ま た、

財政指標の うち 、
ス トッ ク指標よ りもフ n 一指標

との 関連が高い こ とか ら、地方自治体におい ては、

直近 の 財政状況に よっ て 、 教育へ の 資源配分が 左

右され て い る可能性 がある。これ は、将来、国の

財源保障が削減され た場合に、地方自治体の財政

状況 の 格差が 、 そ の まま教育の 質 の 格差に っ なが

る可能性 を示唆 して い る。

4．むすびにかえて

　 「総額裁量制」 導入 は、文部科学省 と他省庁と

の 対立 、 既得権益問題 に対する政治的な解答だ っ

た とも言われて い る。 しか し、こ こ で 注 目す べ き

こ とは 、   制度導入
・活用をめ ぐっ て 展開 された

議論やそ の ために採用された施策、そ の 施策 の 実

施過程が、地方 と国の 関係、地方 自治体内の 県 と

市町村 との 関係を どの よ うに変えたの か 、  教育

改革に よ っ て教育が どの よ うに変化 した の か と い

う問題 だ けで はな く、教育改革の ありよ うが、地

方や国の あ り方を論 じ るときの 枠組み にどの よう

な影響を与え た の か とい う点で は ない だろ うか。

※参耆文 献等は当日配布の資料を参照のこ と
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